
資料③

２ 流用の内容

款 項 目
1 1 1
1 2 1

2 1 1

【参考】
小松島市地域公共交通活性化協議会財務規程抜粋

歳出予算の款、項及び目の区分 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
４ 償還費 １ 償還費 １ 償還費

１ 会議費 １ 会議費
２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費

１ 運営費

計

１ 流用の理由
 本協議会の資料作成に係る事務費（印刷費）が必要となったことから、令和７年１月２２日に流
用を行った。

（予算の流用及び予備費の充当）
第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、会長の決定によるものとする。
２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会に報
告しなければならない。

款 項 目

5,350,000 5,350,000

科目
流用前予算 流用後予算 摘要

202,000 202,000 委員報償費等

２-１-１　事業費

8,000 102,000

5,140,000 5,046,000

協議会開催に係る事務費
デマンド交通分析費用、市民
アンケート郵送料等

目 流用金額 流用元
流用先

流用元

１-２-１　事務費
款 項

　小松島市地域公共交通活性化協議会財務規程第５条第１項の規定により歳出予算を流用したの
で、同条第２項の規定により報告する。

報告１　令和６年度歳出予算の流用の報告について

１ 運営費 ２ 事務費 １ 事務費 ▲94,000

目 流用金額 流用先
2　事業費 1　事業費 1　事業費 94,000

（単位：円）

款 項


